
 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 

１．はじめに 

 

平成 23 年の東日本大震災においては、多数の高齢者や障害者等が犠牲となるとともに、消防職

員・消防団員、民生委員などの多くの支援者の方も犠牲となりました。東日本大震災の教訓を踏ま

えた、平成 25 年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿の作成が義務化され、各

区市町村において、名簿作成の取組が進められてきました。 

また、近年の災害においても、災害における全体の死者のうち高齢者の割合は高く、依然として

高齢者や障害者等が犠牲となっている状況を踏まえ、令和３年に同法が改正され、自ら避難するこ

とが困難な高齢者・障害者等の避難行動要支援者ごとの避難支援などを実施するための計画である

個別避難計画の作成が、区市町村の努力義務とされました。 

 

あわせて、内閣府において、区市町村が避難行動要支援者対策の事務を行う際に留意すべき事項

等をまとめた「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（以下「内閣府取組指針」とい

う。）が改定され、計画作成の優先度が高いと区市町村が判断する者については、地域の実情を踏ま

えながら、地域防災計画の定めるところにより、改正法施行後からおおむね５年程度で個別避難計

画作成に取り組むといった作成目標や、計画の作成に関する留意事項などが盛り込まれました。 

 

令和３年の災害対策基本法改正により個別避難計画の作成が区市町村の努力義務とされたこと

を受けて、都内の区市町村では、計画作成の取組が進められており、また、都においても区市町村

の取組を推進するため、令和４年度から包括補助事業により区市町村の効果的・効率的な計画作成

の取組を財政的に支援するほか、防災・福祉保健主管部局を対象とした災害時要配慮者対策に係る

研修会の開催等による技術的支援を実施しています。 

 

本年１月に発生した令和６年能登半島地震では、石川県を中心に甚大な被害が確認されています

が、改めて高齢者や障害者など要配慮者に対する災害時支援の重要性が認識されており、災害発生

時だけではなく、平常時から避難行動要支援者対策を進める必要があります。 

 

本手引きは、区市町村における個別避難計画の作成や、災害発生時の避難に向けた実効性のある

計画作成の取組を推進するため、内閣府取組指針や内閣府の「個別避難計画作成モデル事業」の成

果等を参考とし、計画作成・活用に当たり留意すべき点や参考となる事項を示したものです。 

 

 

  

1



 

 

２．個別避難計画作成の流れ 

内閣府取組指針においては、個別避難計画作成の優先度が高いと判断した場合と優先度が相対的

に高くないと判断した場合に分けて、計画作成の流れを次のとおり示しています。各自治体の限ら

れた体制の中でできるだけ早期に避難行動要支援者全体の計画を作成するため、区市町村が優先的

に支援する計画づくりと並行して、本人や家族・地域の関係者が記入する計画づくりを進めること

が適当です。 

なお、区市町村において優先度を判断する目安としては、①ハザードの状況、②対象者の心身の

状況・情報取得や判断への支援が必要な程度、③独居等の居住実態・社会的孤立の状況の３つが挙

げられます。Step２（P.10～）で優先度の設定について説明していますので、詳細はそちらをご参

照ください。 

  

 
作成の優先度が 

高いと判断した場合 

 

 

区市町村が支援し 

個別避難計画を作成 

作成の優先度が 

相対的に高くないと判断した場合 

 

 

本人・地域の関係者が記入し 

個別避難計画を作成 

【Step１】 
庁内外における個別避難計画作成の推進体制の整備、計画の作成・活用方

針の検討（P.3～） 

【Step２】 個別避難計画作成の優先度に基づき対象地区・対象者を選定（P.10～） 

【Step３】 
福祉・医療関係者等に個別避難計画の意義や作成・活用事例を説明 

（P.18～） 

【Step４】 
避難支援者となる自主防災組織や地域住民に、個別避難計画の意義や作

成・活用事例を説明（P.21～） 

【Step５】 

区市町村における本人の基礎情報

の収集、関係者との事前調整等 

（P.24～） 

本人・地域の関係者による個別避難

計画の作成（P.33～） 

【Step６】 

区市町村、本人・家族、福祉・医療関

係者等による個別避難計画の作成

（P.27～） 

本人が作成した個別避難計画を区市

町村に提出、区市町村による確認 

【Step７】 
個別避難計画の実効性を確保する取組を実施（計画の更新、計画を活用した

避難訓練の実施等）（P.34～） 

※上記の「計画作成の流れ」は、内閣府が示している一例ですので、必ずしもこのとおり取り組ま

なければならないものではありません。 
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